広島市江波山気象館車両等交通誘導業務　仕様書

この委託業務は広島市江波山気象館事業開催に伴う江波山公園への車での来館による混雑を事前に解消し、駐車及び周辺の安全を確保することを目的とする。
１
業務の実施日時及び誘導員の人数
別紙広島市江波山気象館車両等交通誘導業務誘導員配置計画表のとおりとする。ただし、計画については江波山気象館の事業開催の状況によって変更となる場合があり、各月の指定する日時および人数は前月の２０日までに受注者に通知する。
また指定後においても天候その他の理由により、日時、人数の変更及び配置の中止となる場合がある。
　
２　業務に従事する誘導員（以下「誘導員」という。）の条件
警備業法の条件を満たす者とする。
３
業務内容
誘導員は、車での来館による車両の駐車区域への誘導及び歩行者の安全を確保することを業務とする。

なお、車両の駐車場所は、別紙駐車区域図の範囲内とし、誘導員の業務場所は、その駐車区域へ安全に車両を誘導できる場所とする。

ただし、令和９年２月（例年では第２日曜日。雨天時翌日以降に延期。）に江波山気象館周辺で開催される地元行事開催日には、江波山公園内への駐車ができないため、地元行事主催者が設ける臨時駐車場（令和６年度まで江波小学校グラウンド、令和７年度はGLP広島Ⅱ平面駐車場、R8年度は未定）での業務や自転車・バイク等の誘導を含む場合がある。
　　
４
業務実施に当たっての留意事項

(1) 歩行者の安全確保に努めること。

(2) 誘導員は当該施設が教育施設であることを認識し、言動等に注意し、来館者等とトラブルを起こさないようにすること。

(3) 誘導員は状況に応じて効率的に適切な場所へ配置すること。また、必要に応じてトランシーバーを使用し、誘導員同士の連携をはかること。

(4) 車両を誘導する際は必要に応じてカラーコーン、誘導棒等を使用すること。

(5) 誘導員は、必要に応じて案内用の印刷物等を運転者に配布することとする。なお、印刷物等については発注者が作成する。

(6) 誘導員は、業務に従事する際、常に名入りの統一した制服を着用するものとする。

(7) 誘導員は、やむを得ず配置場所を離れる時は、発注者に報告すること。

(8) 休憩は業務に支障がないよう順次ローテーションで取ること。

５
費用の負担等

委託業務を行うために必要な経費は受注者の負担とする。
６　再委託等の禁止
本業務の全部又は一部を第三者に委任し、若しくは請け負わせてはならない。

７
報告事項等

(1) 受注者は、あらかじめ発注者に対し、業務従事者の氏名等を報告するものとする。また、業務従事者に変更があったときも、同様とする。

(2) 受注者は、別紙のとおり業務日誌を作成し、業務終了の翌日（休館日等についてはその翌日）までに提出すること。ただし３月３１日の業務については、３月３１日の業務終了後に提出するものとする。
(3) 委託契約約款第１２条第１項に定める委託業務実施報告書の提出期限は、業務実施月の業務が完了した日の翌月１０日とする。ただし、これらの日が３月３１日を越える場合は、３月３１日とする。
８　検査完了期日（期限）

発注者による業務実施月の業務の検査完了期日（期限）は、翌月１９日（ただし、実施報告書を受領した日の翌日から起算して９日目に当たる日が早く到来する場合は、当該日）とする。ただし、これらの日が３月３１日を越える場合は、３月３１日とする。
９
その他

(1)
この委託業務実施について、第三者に損害を与えたときは、受注者の責任において処理するものとする。

(2)
本仕様書に疑義があるとき又は定めのない事項については、別途協議して定めるものとする。
